
令和４年度「群馬の文化」支援事業補助金

新型コロナウイルスに負けずに、新生活様式に対応し
た文化活動を実践する団体を応援します！

募集
５/９締切

補助メニュー：文化力向上事業

補助メニュー：文化資産発掘・活用事業

★ 今までの活動内容に加え、活動の成果をWeb上で発信したい。

★ 先駆的・独創的な新企画にチャレンジしてみたい。

★ 活動の規模をもっと広く、大きくしたい。

★ ｢◯◯周年｣に合わせた特別事業を企画して盛り上げたい。

★ 地域の特色ある文化資産の新たな価値を発掘したい。

★ 地域の文化資産を活用した取り組みで、地域を元気にしたい。

＊地域の伝統文化、歴史、景観、建築物、食文化も対象となります。

＊調査・研究や記録、広域連携事業に積極的にご利用ください。

■ 応募期限 令和４年５月９日（月）必着
■ 提 出 先 群馬県地域創生部 文化振興課

※ 募集要項や申請に必要な用紙は県ホームページからダウンロードするか、
文化振興課に資料請求してください。詳しくは裏面へ！

新型コロナウイルス感染予防に対応した開催方法で行う取組や、
新たな取り組み、これまでの活動を拡大発展させる取組を応援します。

補助メニュー：次世代育成事業

文化に触れる機会を子どもたちに提供する取組を応援します。

★ 子どもたちが優れた芸術をもっと身近で体験できるようにしてあげたい。

★ 子どもたちに地域特有の伝統行事や文化、歴史を知ってもらいたい。

★ 文化活動の新たな担い手になってほしい。

＊長年継続している活動でも申請できます。

地域の文化資産を活かした取組を応援します。

＊市町村が構成員となっている実行
委員会等の団体のみ対象

※いずれの事業も感染症対策に係る消耗品は補助対象とします。
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「群馬の文化」支援事業補助金 募集要項

＜募集要項、申請用紙「事業計画書」の入手＞

① 群馬県のホームページからダウンロードする

「群馬の文化」支援事業 http://www.pref.gunma.jp/03/c4200137.html

② 文化振興課に、電話、ＦＡＸ、Ｅメール等で郵送を依頼する。

＜申請書提出先・お問い合わせ＞

群馬県地域創生部 文化振興課 文化企画係
住 所 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

電 話 ０２７－２２６－２５９２（直通）

ＦＡＸ ０２７－２４３－７７８５

E-mail  bunshinka@pref.gunma.lg.jp

補助メニュー 内 容 対象団体
補助
上限額

文化力向上事業 群馬の文化を元気にする新たな取り
組みや、これまでの活動を拡大発展
させる事業

特定非営利活動法人、
民間文化団体（実行委
員会形式等含む）

50万円

次世代育成事業 次世代を担う子どもたちが歴史文化
遺産や伝統芸能、芸術に触れる機会
を提供する事業

特定非営利活動法人、
民間文化団体（実行委
員会形式等含む）

20万円

文化資産
発掘・活用事業

地域の文化資産を活かした、観光や
地域振興につながる事業

市町村が構成員となっ
ている実行委員会等の
団体

１０0万円

補 助 率 補助対象経費の１／２以内（補助上限額の範囲内）

対象期間 単年度（令和４年６月１日以降～令和５年３月３１日まで）
対象経費 事業実施に必要不可欠な直接的な経費と認められるもの

（例：出演者謝金、印刷製本費、会場使用料、郵送料、保険料、委託料、など）

対象団体 特定非営利活動法人、民間文化団体（実行委員会形式等含む）のうち以下の
要件に適合する団体

■県内に住所または活動の本拠を有すること
■団体の規約、定款、寄附行為等、組織運用上のルールがある
■自助努力による資金確保に努めており、会計経理が明確である
■事業を適正に執行できる

■役員等が暴力団と関係しない者である
■以下のいずれかに該当する（一つで可）

□県内の広域で活動している
□事業を行うことで将来県内に活動が広がる可能性がある
□複数の県に拠点をもって活動する団体の群馬県支部等である
□複数の文化団体で構成された実行委員会等である
□若者が中心となって活動している（未成年のみの団体は対象外）

申請手続 期限までに「事業計画書」を文化振興課に提出してください。
補助の決定には審査があります。

注意：この補助金は、団体が実施する特定の企画や事業に対して、経費の一部を補助する制度です。
団体の運営費（家賃・水道光熱費・賃金など）を補助するものではありません。

５月９日まで

事業計画書を
文化振興課に提出

５月中旬頃

第三者機関による
事業計画書の評価

５月下旬頃

審査結果の通知
交付申請書を提出

６月以降

交付決定
事業を実施する
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